
かかりつけ医機能報告及び医療機能情報提供制度定期報告簡易マニュアル

※詳細な操作方法ついては、静岡県ホームページ医療政策課『かかりつけ医機能報告ページ』『医

療情報機能提供制度ページ』内に掲示されているマニュアルを御参照ください。

G-MIS にログインする

１ 静岡県から定期報告案内メールを受領します（紙面の通知の場合もございます）。

２ 右記ＵＲＬ（https://www.med-login.mhlw.go.jp/）にアクセスします。

３ ユーザー名を入力します（医療機能情報提供制度のアカウントと同様です）。

４ パスワードを入力します。

５ ログインをクリックします。

※ユーザ名を忘れた場合は厚生労働省 G-MIS 事務局までお問合せください。

【お問合せ先】050-3355-8230（平日９時～17 時）

６ 接続先選択画面の「G-MIS」をクリックします。

別紙２



定期報告方法

※医療機能情報提供制度の報告では、かかりつけ医機能報告制度で報告した内容を取り込みが

可能です。そのため、かかりつけ医機能報告制度の報告対象医療機関は先にかかりつけ医機

能報告制度より実施ください。

１ 「かかりつけ医機能報告制度」をクリックします。

２ 「定期報告」をクリックします。

３ 「ＯＫ」をクリックします。



４ 前年度末時点の保険医療機関番号を入力します。

５ 「保険医療機関番号をデータベースと照合する」をクリックします。

６ 「ＯＫ」をクリックします。

※保健医療機関番号を入力すれば、診療報酬項目の「算定回数」および「レセプト件数」が自

動入力されます。入力を「スキップ」した場合、自動入力が行われませんが、一度「報告取

消」した上で、再度「定期報告」をクリックすると、保健医療機関番号を入力し直すことが

できます。

７ 「1号機能(１)な診療を総合的かつ継続的に行う機能」の「入力」をクリックします。



８ 各報告項目に入力します。

９ 入力が完了した後、「登録」をクリックします。

（入力内容に応じて１号機能の有無が自動で判定されます。「無し」と反映された場合は、２

号機能の入力は不要です。）



10 １号機能と同様に２号機能も入力します。

11 各項目の入力状況が全て「入力完了」となっていることを確認します。

12 再度入力内容を確認します。



13 「報告」をクリックし、「ＯＫ」をクリックし「報告済」になったら報告完了です。

（報告した内容は医療機能情報提供制度の画面でも一括取り込みができます。）

医療機能情報提供制度の定期報告も、かかりつけ医機能報告と同様に入力をお願いいたし

ます。

（医療機能情報提供制度の入力方法については、医療機能情報定期報告簡易フローチャー

ト、及び医療政策課ＨＰを御確認ください。）



院内掲示用の帳票出力方法について

１ 「帳票出力（院内掲示用）」をクリックします。

２ 「ファイルダウンロード」をクリックします。

３ ダウンロードしたファイルを開きます。

４ ファイルを印刷します。



医療機能情報提供制度における「かかりつけ医機能報告取込」について

１ 「医療機能情報提供制度報告」報告画面において表示される「かかりつけ医機能報告取

込」ボタンをクリックします。

（※ログイン方法については、かかりつけ医機能報告制度と同様です。）

２ ｢ＯＫ｣ボタンをクリックすると、かかりつけ医機能報告取込が実行されます。

３ かかりつけ医機能報告取込完了画面が表示されるので、｢ＯＫ｣ボタンをクリックして画面

を閉じます。

「かかりつけ医機能報告」「医療機能情報提供制度の定期報告」共に報告後、静岡県が承認す

れば「医療情報ネット」に反映されます。
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